
日
蓮
聖
人
の
歴
史
叙
述
に
関
す
る
編
年
的
考
察
―
日
本
史
を
中
心
と
し
て
―

髙
森
大
乗

は
じ
め
に

日
蓮
聖
人
の
著
作
・
書
状
に
お
け
る
知
識
の
伝
達
手
段
あ
る
い
は
檀
越
の
教
化
手
段
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
「
譬
喩
」
と
い
う
表
現
法
が
あ
る
（
１
）

。
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
法
華
経
中
の
譬
喩
（
２
）

や
中
国
・
日

本
の
故
事
成
語
（
３
）

な
ど
の
用
例
を
日
蓮
聖
人
遺
文
に
求
め
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
因
縁
や

説
話
あ
る
い
は
史
実
が
譬
喩
・
例
話
と
し
て
活
用
さ
れ
る
例
が
多
数
認
め
ら
れ
る
。
今
回
は
、
遺
文
に
お

け
る
中
国
や
日
本
の
史
実
に
関
す
る
表
記
に
着
目
し
、
譬
喩
と
い
う
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
に
遺
文
に
お
け

る
歴
史
叙
述
を
広
く
渉
猟
し
、
聖
人
の
中
国
史
観
・
日
本
史
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
日
蓮
聖
人

が
中
国
や
日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
実
に
豊
富
な
知
識
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
本
章
で
は
そ
の
中
で
も
特
に
遺
文
中
の
日
本
史
に
関
す
る
歴
史
叙
述
を
編
年
的
に
整
理
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
日
蓮
聖
人
の
日
本
史
に
対
す
る
知
識
お
よ
び
認
識
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。

一
、
日
蓮
聖
人
の
日
本
史
記
述
の
特
色
に
つ
い
て

別
表
は
、
日
蓮
聖
人
の
遺
さ
れ
た
著
作
・
書
状
の
う
ち
真
蹟
現
存
遺
文
・
真
蹟
曽
存
遺
文
・
真
蹟
断
片

現
存
遺
文
・
真
蹟
断
簡
現
存
遺
文
に
限
定
し
て
、
遺
文
中
に
引
か
れ
る
日
本
史
に
関
す
る
記
述
を
編
年
体

で
整
序
し
、
そ
の
暦
年
・
事
項
・
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の
出
典
頁
等
を
年
表
形
式
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
（
４
）

。
な
お
、
本
表
に
は
、
譬
喩
と
は
直
接
関
係
の
な
い
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
も
採
録
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
※
印
は
、
日
蓮
聖
人
の
遺
文
中
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
日
本
史
上
に
お
い
て
重
要

視
さ
れ
て
い
る
事
件
や
事
柄
を
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
備
考
欄
に
掲
げ
た
典
拠
は
、
必
ず
し
も
日
蓮
聖

人
生
誕
以
前
に
成
立
し
て
い
た
文
献
に
限
ら
ず
、
『
吾
妻
鏡
』
『
元
亨
釈
書
』
な
ど
聖
人
滅
後
に
記
録
・

編
纂
さ
れ
た
文
献
も
広
く
紹
介
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
遺
文
中
の
日
本
史
の
記
述
は
、
遡
れ
ば
有
史
以
前
の
神
武
天
皇
の
時
代
（
紀
元
前
六

六
〇
年
カ
）（
５
）

か
ら
聖
人
在
世
の
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
ま
で
推
定
一
九
〇
〇
年
以
上
の
長
き
に
亘

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
近
年
の
考
古
学
・
古
代
史
学
の
研
究
成
果
に
よ
り
三
～
五
世
紀
の
我
が
国
の
政

治
史
・
国
交
史
が
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
今
日
で
も
当
時
の
詳
し
い
実
状
は
謎
と

さ
れ
て
お
り
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
等
の
記
述
を
頼
り
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
鎌
倉
時
代
の
人
々

が
五
世
紀
以
前
の
正
確
な
日
本
史
事
情
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
事
実
、
日
蓮
聖
人
の
遺
文
中
に
お
い
て
五
世
紀
以
前
の
記
事
は
全
遺
文
中
僅
か
数
箇
所
に
留

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
年
月
日
が
明
記
さ
れ
る
最
古
の
日
本
史
記
述
に
つ
い
て
も
、
欽
明
天
皇
一
三
年
（
五

五
二
）
一
〇
月
一
三
日
、
即
ち
六
世
紀
中
頃
の
仏
教
公
伝
の
記
事
が
初
見
で
あ
る
。

六
世
紀
以
降
の
聖
人
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
記
述
の
正
確
さ
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。
確
か
に
別
表
の
備
考
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、
今
日
定
説
と
さ
れ
て
い
る
一
般
的
史
実
と
は
異
な
る
記

述
も
若
干
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
記
事
の
正
確
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

次
に
具
体
的
に
日
蓮
聖
人
の
日
本
史
記
述
の
特
色
に
つ
い
て
概
観
し
分
析
を
試
み
た
い
。

遺
文
に
お
け
る
日
本
史
に
関
す
る
記
事
の
内
容
は
、
巨
視
的
に
観
れ
ば
、
仏
教
史
・
神
道
史
な
ど
の
「
宗

教
史
」、
戦
乱
史
・
外
交
史
な
ど
を
含
め
た
大
き
な
意
味
で
の
「
政
治
史
」、
災
害
史
な
ど
の
「
社
会
史
」

に
関
す
る
記
述
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
、
宗
教
史
を
除
く
他
の
文
化
史
、
災
害
史
を
除



く
他
の
社
会
・
風
俗
史
、
な
ら
び
に
産
業
・
経
済
史
等
に
つ
い
て
の
記
述
は
極
め
て
僅
か
で
あ
る
（
６
）

。

こ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
が
政
治
や
宗
教
に
た
だ
な
ら
ぬ
興
味
・
関
心
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
内
容
を
更
に
細
分
化
す
る
と
、
聖
人
の
日
本
史
記
述
の
特
色
は
以
下
の
よ
う
に
整

理
で
き
る
。

（
１
）
宗
教
史
に
つ
い
て

宗
教
史
に
つ
い
て
は
、
仏
教
の
流
布
と
興
廃
に
関
す
る
記
述
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て

天
照
・
八
幡
信
仰
な
ど
神
道
関
係
の
記
述
は
若
干
例
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
特
に
五
五
二
年
の
仏

教
公
伝
に
始
ま
り
、
七
世
紀
の
三
論
・
成
実
・
法
相
・
倶
舎
・
華
厳
・
律
の
六
宗
伝
来
に
よ
る
飛
鳥
仏
教

（
南
都
仏
教
）
の
成
立
、
八
世
紀
の
奈
良
南
都
仏
教
の
爛
熟
・
発
展
、
九
世
紀
の
天
台
・
真
言
二
宗
伝
来

に
よ
る
平
安
仏
教
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
実
に
詳
細
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
鎌
倉
仏
教
の

登
場
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
聖
人
は
そ
の
渦
中
に
あ
っ
た
の
で
、
法
然
や
忍
性
ら
の
活
動
、
延
暦
寺
・
園

城
寺
・
教
王
護
国
寺
な
ど
の
動
向
等
に
触
れ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
鎌
倉
時
代
が
か
つ
て
な
い
仏
教
の
転
換

期
・
変
革
期
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
も
自
ず
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
政
治
史
に
つ
い
て

政
治
史
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
治
乱
興
亡
、
為
政
者
の
栄
枯
盛
衰
に
関
す
る
記
述
が
大
半
を
占
め
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
六
・
七
世
紀
の
古
代
律
令
国
家
に
お
け
る
天
皇
家
の
覇
権
抗
争
は
さ
る
こ
と

な
が
ら
（
７
）

、
一
〇
～
一
二
世
紀
の
平
氏
・
源
氏
に
よ
る
武
士
政
権
の
台
頭
（
８
）

、
朝
廷
に
よ
る
院
政
政
治

の
開
始
、
北
条
氏
に
よ
る
執
権
政
治
の
登
場
と
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
貌
す
る
日
本
の
政
治
史
を
実
に
的
確

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
藤
原
氏
が
摂
関
政
治
を
展
開
し
た
八
・
九
世
紀
に
つ
い
て

は
、
政
治
的
な
事
柄
よ
り
も
奈
良
・
平
安
仏
教
史
に
関
す
る
記
事
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
も
特
徴
的
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
遺
文
中
に
政
治
関
係
の
史
的
記
述
が
頻
出
す
る
こ
と
は
自
明
の
事
柄
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
聖
人
の
日
本
史
に
対
す
る
政
治
的
関
心
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
が
政
治
史
の
中
心
的
話
題
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
に
、
争
乱
・
戦
乱
の
歴
史
が

あ
る
。
遺
文
に
お
け
る
戦
乱
の
記
述
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
平
将
門
の
乱
（
九
三
九
年
）
や
前
九
年
の
役

（
一
〇
五
一
年
）
に
代
表
さ
れ
る
武
士
の
抗
争
、
保
元
・
平
治
の
乱
（
一
一
五
六
・
一
一
五
九
年
）
や
壇

ノ
浦
の
合
戦
（
一
一
八
五
年
）
に
代
表
さ
れ
る
源
平
の
争
乱
、
幕
府
と
朝
廷
の
武
力
衝
突
と
な
っ
た
承
久

の
乱
（
一
二
二
一
年
）
な
ど
、
月
日
単
位
で
緻
密
に
論
じ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
時
代
背
景
・
人
間

関
係
等
に
つ
い
て
も
極
め
て
正
確
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
聖
人
在
世
中
の
戦
乱
史
的

記
述
と
し
て
は
、
北
条
時
輔
の
乱
（
一
二
七
二
年
）
な
ら
び
に
文
永
・
弘
安
の
役
（
一
二
七
四
・
一
二
八

一
年
）
と
い
う
二
度
の
元
寇
に
関
す
る
記
事
が
み
え
る
（
９
）

。

（
３
）
外
交
史
に
つ
い
て

外
交
史
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
主
に
仏
教
史
と
の
兼
ね
合
い
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
五
五

二
年
の
欽
明
天
皇
朝
に
お
け
る
仏
教
公
伝
の
記
事
と
、
七
～
九
世
紀
に
か
け
て
の
遣
隋
使
・
遣
唐
使
に
よ

る
中
国
仏
教
諸
宗
派
の
伝
播
の
記
事
と
が
み
ら
れ
る
。
後
者
は
、
ま
た
大
別
し
て
、
七
世
紀
前
半
の
三
論

宗
初
伝
に
始
ま
る
六
宗
の
伝
来
と
、
八
世
紀
初
頭
の
天
台
・
真
言
二
宗
の
伝
来
と
に
分
け
ら
れ
る
。
特
に

平
安
仏
教
を
開
花
せ
し
め
た
、
最
澄
・
空
海
・
円
仁
・
円
珍
ら
の
入
唐
求
法
の
記
述
は
詳
細
で
あ
る
。

（
４
）
災
害
史
に
つ
い
て

災
害
史
に
関
し
て
は
、
地
震
・
大
火
・
飢
饉
・
疫
病
等
の
記
述
が
み
え
る
。
ま
ず
、
地
震
の
記
述
は
聖

人
在
世
中
の
一
二
五
七
年
の
正
嘉
大
地
震
の
一
例
の
み
が
説
か
れ
る
。
大
火
の
記
述
は
、
戦
乱
に
よ
る
焼

討
ち
等
の
事
件
を
除
け
ば
、
九
六
〇
年
の
内
裏
炎
上
、
一
二
五
〇
年
の
鎌
倉
大
火
、
一
二
六
九
年
の
根
本



中
堂
炎
上
、
一
二
八
〇
年
の
鶴
岡
八
幡
宮
炎
上
の
記
事
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
飢
饉
・
暴
風
・
洪
水
等
に
つ

い
て
は
聖
人
在
世
中
の
一
二
五
〇
年
代
、
一
二
七
〇
年
代
に
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
疫

病
に
つ
い
て
は
、
紀
元
前
一
世
紀
の
崇
神
天
皇
朝
の
事
例
を
は
じ
め
、
六
世
紀
中
頃
の
疾
病
の
流
行
、
聖

人
在
世
で
は
一
二
五
〇
～
一
二
七
〇
年
代
に
頻
発
す
る
疫
病
流
行
の
記
事
が
み
え
る
。
な
お
、
祈
雨
に
関

す
る
記
事
か
ら
、
当
時
旱
魃
が
起
こ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
例
が
、
八
一
八
、
八
二
四
、

一
二
七
一
、
一
二
七
四
年
な
ど
の
記
事
に
み
え
る
。

二
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
仏
教
史
観
と
政
治
史
観

こ
の
よ
う
に
政
治
史
・
外
交
史
・
災
害
史
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
日
蓮
聖
人
の
歴
史
叙
述
の
ほ
と
ん
ど

は
、
宗
教
と
く
に
仏
教
と
の
関
わ
り
の
中
で
把
握
さ
れ
、
認
識
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
日
本
の
政
治
や
社
会
の
動
き
を
仏
教
と
の
因
果
関
係
の
中
で
捉
え
ら
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
は
、

仏
教
史
を
常
に
念
頭
に
お
い
た
聖
人
の
歴
史
認
識
の
最
大
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
国
内
情
勢
の
混
乱
す
な
わ
ち
戦
乱
・
災
害
等
の
事
件
は
、
仏
教
あ
る
い
は
正
法
を
蔑

ろ
に
す
る
謗
法
行
為
の
結
末
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
聖
人
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

例
え
ば
、
六
世
紀
に
欽
明
・
敏
達
・
用
明
の
三
天
皇
が
疫
病
流
行
の
た
め
仏
教
崇
拝
を
躊
躇
し
た
り
、

物
部
氏
に
よ
る
廃
仏
毀
釈
が
起
こ
っ
た
結
果
、
三
天
皇
は
崩
御
、
物
部
氏
は
滅
亡
し
た
こ
と
、
一
一
八
〇

年
に
延
暦
寺
・
園
城
寺
・
東
大
寺
・
興
福
寺
を
焼
き
討
ち
し
た
平
清
盛
は
翌
年
熱
病
で
狂
い
死
に
し
、
更

に
平
家
一
族
も
一
一
八
五
年
に
壇
ノ
浦
の
合
戦
に
て
滅
亡
し
た
こ
と
、
一
二
二
一
年
に
真
言
宗
に
幕
府
調

伏
の
祈
祷
を
命
じ
た
後
鳥
羽
上
皇
は
、
北
条
幕
府
軍
に
敗
れ
隠
岐
に
流
罪
、
土
御
門
・
順
徳
上
皇
も
阿
波

・
佐
渡
へ
そ
れ
ぞ
れ
流
罪
、
仲
恭
天
皇
は
廃
位
の
憂
き
目
を
み
た
こ
と
な
ど
は
、
み
な
こ
の
例
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
、
こ
れ
ら
歴
史
的
事
件
を
も
っ
て
、
現
代
（
聖
人
在
世
）
の
日
本
国
に
照
ら
し
合

わ
せ
、
正
嘉
・
文
永
年
間
以
降
断
続
的
に
多
発
す
る
天
変
地
夭
、
一
二
六
四
年
の
延
暦
寺
・
園
城
寺
の
武

力
抗
争
、
一
二
七
二
年
の
北
条
時
輔
の
乱
、
一
二
七
四
年
の
文
永
の
役
、
一
二
七
五
年
の
鎌
倉
大
火
、
一

二
八
〇
年
の
鶴
岡
八
幡
宮
炎
上
、
一
二
八
一
年
の
弘
安
の
役
な
ど
一
連
の
不
穏
な
事
件
は
、
い
ず
れ
も
日

本
国
滅
亡
の
前
兆
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
法
華
経
に
対
す
る
謗
法
行
為
お
よ
び
法
華
経
の
行
者

日
蓮
に
対
す
る
迫
害
行
為
が
引
金
と
な
っ
て
い
る
と
断
言
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
政
治
と
仏
教
の
緊
密
性
に
取
材
し
た
記
述
と
し
て
、
仏
教
徒
側
が
政
治
に
介
入
し
た

り
、
逆
に
政
治
の
干
渉
を
受
け
た
事
例
が
み
え
る
。
参
考
ま
で
に
、
政
治
的
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、

あ
る
い
は
事
件
の
主
謀
者
と
な
っ
た
僧
侶
を
遺
文
中
に
検
索
す
る
と
、
七
六
九
年
に
宇
佐
八
幡
神
託
事
件

を
起
こ
し
た
道
鏡
、
一
一
七
七
年
の
鹿
ケ
谷
の
陰
謀
を
巡
っ
て
そ
の
前
後
に
流
罪
さ
れ
た
明
雲
と
俊
寛

（10

）

、
一
二
〇
七
年
に
念
仏
停
止
で
土
佐
流
罪
さ
れ
た
源
空
な
ど
の
例
が
み
え
、
古
代
・
中
世
の
日
本
に

お
い
て
政
治
と
仏
教
の
相
互
干
渉
は
極
め
て
自
然
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま

え
て
み
る
に
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
政
治
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
は
、
仏
教
徒
と
し
て
当
然
の
行
為
で

あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
聖
人
の
歴
史
認
識
は
、
政
治
と
仏
教
と
の
関
わ
り
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

を
改
め
て
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。
聖
人
は
、
日
本
の
歴
史
が
、
政
治
史
と
仏
教
史
と
の
有
機
的
関
連
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
す
る
観
点
に
立
た
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
政
治
を
映
し
出
す
鏡
で
あ

り
、
そ
の
逆
に
仏
教
が
政
治
に
与
え
る
影
響
力
も
軽
視
で
き
な
い
こ
と
を
、
日
本
の
歩
ん
で
き
た
歴
史
を

紐
解
く
こ
と
に
よ
り
力
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
管
見
で
は
あ
る
が
日
本
史
に
限
ら
ず
中
国



史
の
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
聖
人
の
歴
史
観
の
ひ
と
つ
の
特
質
と
い
え
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
日
本
史
に
関
す
る
日
蓮
聖
人
の
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
。
本
章
で
は
、
編
年
体
で

遺
文
中
の
歴
史
叙
述
を
整
理
し
、
こ
れ
を
概
観
す
る
程
度
に
と
ど
め
た
が
、
今
後
は
こ
の
考
察
を
も
と
に
、

更
に
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
。
ま
た
、
聖
人
が
歴
史
的
記
事
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
依
拠
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
典
拠
に
つ
い
て
の
検
索
の
必
要
性
が
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（11

）

、『
日
本
書
紀
』『
扶

桑
略
記
』
等
の
歴
史
書
、
『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』
等
の
軍
記
類
、
寺
院
関
係
の
古
伝
等
の
文
献

類
に
収
録
さ
れ
る
記
事
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
聖
人
が
日
本
史
の
知
識
を
い
か
な
る
典
籍
を
通
じ
て
吸
収

さ
れ
、
ま
た
い
か
な
る
経
緯
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
か
を
追
求
す
る
こ
と
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
聖
人
の
幼
少
期
・
遊
学
期
に
お
け
る
学
問
的
環
境
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

解
決
す
べ
き
問
題
点
は
多
々
残
る
が
、
本
章
の
考
察
に
よ
り
以
下
の
事
実
が
再
確
認
さ
れ
た
か
と
思
わ

れ
る
。

ま
ず
、
遺
文
に
お
け
る
日
本
史
の
記
述
は
、
史
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
実
に
正
確
で
あ
り
、
日
蓮
聖

人
の
日
本
史
に
対
す
る
認
識
の
深
さ
、
そ
の
理
解
の
的
確
さ
を
把
握
で
き
た
。
特
に
政
治
史
や
社
会
史
に

関
わ
る
記
事
の
頻
出
は
、
聖
人
が
い
か
に
日
本
の
政
治
的
問
題
や
社
会
情
勢
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た

か
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
仏
教
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
日
本
史
を
振
り
返
る
こ
と
が
頻
繁
に
な
さ
れ
、
特
に
戦
乱
・
災
害
等

に
よ
る
国
家
・
政
治
の
崩
壊
を
め
ぐ
っ
て
は
、実
に
数
多
く
の
類
似
し
た
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、
為
政
者
や
権
力
者
の
仏
教
に
対
す
る
誤
っ
た
信
仰
が
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
裏
に
、
日
本
国
家
の
危
急
存
亡
に
対
す
る
、
聖
人
の
危
機
感
と
焦

燥
感
と
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
文
に
お
け
る

こ
れ
ら
史
実
の
取
材
は
、
聖
人
が
歴
史
の
中
の
日
本
を
常
に
当
世
の
日
本
国
に
鑑
み
て
、
亡
国
の
危
機
を

憂
慮
さ
れ
た
も
の
と
拝
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、「
立
正
安
国
」

の
精
神
に
基
づ
い
た
聖
人
の
平
和
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

反
復
さ
れ
る
悲
劇
は
、
愚
か
な
人
類
の
所
産
で
あ
る
。
人
間
は
幾
度
と
な
く
同
じ
過
ち
を
犯
す
生
き
物

で
あ
る
。
過
去
を
顧
み
て
現
代
を
問
い
直
す
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
聖
人
の
歴
史
観
の
根
幹
に
あ
る
姿
勢
な

の
で
あ
る
。

註

（
１
）
ひ
と
つ
の
結
論
を
導
く
た
め
の
複
線
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
話
・
因
縁
・
説
話
・
故
事
・
史
実
な

ど
の
説
示
か
ら
、
「
仏
種
」
「
獅
子
吼
」
な
ど
譬
喩
的
意
味
合
い
を
有
す
る
語
句
、
諺
な
ど
の
成
語

に
至
る
ま
で
は
、
お
お
か
た
「
譬
喩
」
と
い
う
表
現
の
範
疇
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な

お
、
詳
し
い
譬
喩
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
薬
王
品
十
喩
の
解
釈
に
つ
い

て
」（
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
二
二
号
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

（
２
）
拙
稿
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
譬
喩
蓮
華
の
解
釈
」
（
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
二
一
号
、
一
九

九
四
年
）
、「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
薬
王
品
十
喩
の
解
釈
に
つ
い
て
」
（
前
掲
書
）
、
「
譬
喩
に
み
る
日



蓮
聖
人
の
法
華
経
観
―
法
華
経
お
よ
び
題
目
五
字
七
字
の
譬
喩
的
表
現
を
通
じ
て
―
」
（
『
仏
教
学

論
集
〈
立
正
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
〉』
二
一
号
、
一
九
九
七
年
）
等
。

（
３
）
「
語
源
散
策
（
一
）
比
翼
の
鳥
、
比
目
の
魚
／
風
条
を
鳴
ら
さ
ず
、
雨
塊
を
破
ら
ず
」
（
『
法
華
』

八
七
四
号
、
一
九
九
八
年
）
、
「
語
源
散
策
（
二
）
橘
化
し
て
枳
と
為
る
」
（
『
法
華
』
八
七
五
号
、

一
九
九
八
年
）
、
「
語
源
散
策
（
三
）
忠
臣
は
二
君
に
事
え
ず
、
貞
女
は
二
夫
を
更
め
ず
」（
『
法
華
』

八
七
六
号
、
一
九
九
八
年
）
等

（
４
）
別
表
の
作
成
に
関
し
て
は
、
塚
本
善
隆
編
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
巻
六
「
大
年
表
」
（
世
界
聖
典

刊
行
協
会
、
一
九
六
七
年
）
、
斉
藤
昭
俊
編
『
仏
教
年
表
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）
、
鎌

田
茂
雄
他
編
『
仏
教
史
年
表
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
九
年
）
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
史
年
表
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
市
古
貞
次
他
編
『
日
本
文
化
総
合
年
表
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
、

桑
田
忠
親
監
修
『
日
本
史
分
類
年
表
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
八
四
年
）
、
児
玉
幸
多
他
編
『
日
本
史

年
表
・
地
図
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
、
影
山
堯
雄
編
『
新
編
日
蓮
宗
年
表
』
（
日
蓮
宗
宗

務
院
、
一
九
九
三
年
）
、
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
』
一
～
四
巻
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
等
を
参
照
し
た
。

（
５
）『
日
本
文
化
総
合
年
表
』
（
前
掲
書
）
に
よ
る
推
定
年
代
。

（
６
）
歴
史
事
項
の
項
目
分
類
は
、『
日
本
史
分
類
年
表
』（
前
掲
書
）
の
分
類
法
に
基
づ
い
た
。

（
７
）
遺
文
中
の
天
皇
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
佐
々
木
馨
氏
「
日
蓮
と
天
皇
（
上
）
―
国
主
観
と
の

関
連
で
―
」
（
『
日
本
仏
教
』
四
三
号
、
一
九
七
七
年
）
、
同
「
日
蓮
と
天
皇
（
下
）
―
国
主
観
と
の

関
連
で
―
」
（
『
日
本
仏
教
』
四
五
号
、
一
九
七
八
年
）
、
佐
藤
弘
夫
氏
「
日
蓮
の
天
皇
観
」
（
『
東
北

大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
四
二
号
、
一
九
九
三
年
）
等
が
あ
る
。

（
８
）
遺
文
中
の
武
士
に
関
す
る
研
究
史
と
し
て
は
、
今
成
元
昭
氏
「
御
遺
文
に
登
場
す
る
武
人
を
め
ぐ

っ
て
」（
『
日
蓮
聖
人
研
究
』、
一
九
七
二
年
）
、
佐
々
木
馨
氏
「
日
蓮
と
武
士
」（
『
仏
教
史
学
研
究
』

二
一
巻
二
号
、
一
九
七
八
年
）
、
山
下
正
治
氏
「
日
蓮
遺
文
の
平
清
盛
」（
『
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
』

一
〇
四
号
、
一
九
九
六
年
）
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
氏
の
研
究
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
記
述
と
『
平
家

物
語
』
の
記
述
と
に
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
一
二
七
二
年
二
月
一
一
日
に
鎌
倉
で
起
こ
っ
た
北
条
教
時
誅
殺
の
知
ら
せ
は
、
同
年
五
月
二
五
日

の
『
日
妙
聖
人
御
書
』
（
六
四
七
頁
）
に
初
見
が
み
え
、
同
書
は
佐
渡
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
少
な
く
と
も
約
三
ケ
月
も
し
く
は
そ
れ
以
内
で
鎌
倉
の
情
報
が
佐
渡
の
地
ま
で
伝
わ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一
二
七
四
年
一
〇
月
五
日
に
壱
岐
・
対
馬
で
起
こ
っ
た
文
永
の
役
に
つ
い

て
は
、
同
年
一
一
月
二
〇
日
に
身
延
で
執
筆
さ
れ
た
『
曽
谷
入
道
殿
御
書
』
（
八
三
八
頁
）
に
初
見

が
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
ち
ら
は
九
州
か
ら
身
延
ま
で
約
一
ケ
月
半
程
度
も
し
く
は
そ
れ
以

内
で
情
報
が
伝
播
し
て
い
る
。
因
み
に
聖
人
在
世
中
の
事
件
で
、
そ
の
情
報
の
伝
達
期
間
を
一
瞥
す

る
と
、
例
え
ば
一
二
六
八
年
一
月
一
八
日
の
蒙
古
国
書
到
来
に
つ
い
て
は
、
同
年
四
月
五
日
鎌
倉
執

筆
の
『
安
国
論
御
勘
由
来
』
（
四
二
三
頁
）
に
、
一
二
八
〇
年
一
一
月
一
四
日
の
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮

炎
上
の
情
報
は
、
同
年
一
二
月
一
八
日
身
延
執
筆
の
『
智
妙
房
御
返
事
』
（
一
八
二
六
頁
）
に
そ
れ

ぞ
れ
初
見
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
書
の
執
筆
に
費
や
し
た
期
間
お
よ
び
鎌
倉
時
代
の
情
報
網
の

状
況
等
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
聖
人
は
概
ね
一
～
三
ケ
月
以
内
と
い
う
短
期
間
で
、
鎌
倉
か

ら
佐
渡
へ
、
京
都
か
ら
鎌
倉
へ
、
鎌
倉
か
ら
身
延
へ
、
九
州
か
ら
身
延
へ
と
、
様
々
な
情
報
を
収
集

で
き
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（10

）
俊
寛
に
つ
い
て
は
、
後
藤
丹
治
氏
「
日
蓮
聖
人
御
遺
文
と
平
家
物
語
」
（
『
立
正
史
学
』
、
一
九
三



八
年
）
に
詳
し
い
。
氏
の
研
究
で
は
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
享
受
説
が
主
張
さ
れ
て

い
る
。

（11
）
高
木
豊
氏
は
「
日
蓮
に
お
け
る
日
本
史
の
知
識
と
認
識
―
鎌
倉
在
住
期
の
場
合
―
」
（
『
仏
教
史

仏
教
学
論
集
』
、
一
九
八
七
年
）
、
「
日
蓮
に
お
け
る
日
本
史
の
知
識
と
認
識
―
聖
徳
太
子
・
道
昭
・

和
気
清
麻
呂
―
」
（
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
―
宗
教
・
文
学
編
―
』
、
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
、
聖
人

の
依
拠
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
典
拠
の
検
索
、
お
よ
び
こ
れ
ら
典
拠
と
遺
文
に
お
け
る
記
述
の
同
異
に
つ

い
て
の
比
較
検
討
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。


